
平成３１年３⽉１５⽇
中 部 地 ⽅ 整 備 局

公契約関係競売等妨害に係る指名停⽌措置について

指名停⽌措置の概要

１．指名停⽌措置業者名 ： 菱和設備株式会社
業者の住所 ： 静岡県静岡市葵区清閑町１４－５

２．指名停⽌措置期間 ： 平成３１年３⽉１５⽇から平成３１年５⽉１４⽇まで（２ヵ⽉）

３．指名停⽌措置の範囲 ： 中部地⽅整備局管内

４．事 実 概 要
菱和設備(株)の浜松⽀店⻑は、平成２９年１２⽉に磐⽥市が発注した⼯事の⼀般競争⼊札に関

し、磐⽥市の前副市⻑から予定価格を聞き、その予定価格から算出した⾦額で⼊札し、当該⼯事
を落札した。このことで同⽀店⻑は、平成３１年２⽉１⽇、公契約関係競売等妨害の疑いで静岡
県警に逮捕された。

５．指名停⽌措置理由
菱和設備(株)の社員が、公契約関係競売等妨害の疑いで逮捕されたことは、指名停⽌措置要領

別表第２第８号イ（公契約関係競売等妨害及び談合）に該当することから、指名停⽌措置期間を
２ヵ⽉とする。

＜指名停⽌措置要領 別表第２＞

措 置 要 件 期 間

（公契約関係競売等妨害⼜は談合）
8 次のイ⼜はロに掲げる者が締結した請負契約に係る⼯事に関し、 逮捕⼜は公訴を知った
⼀般役員等⼜は使⽤⼈（使⽤⼈においてはイに掲げる場合に限る。） ⽇から
が公契約関係競売等妨害⼜は談合の容疑により逮捕され、⼜は逮捕
を経ないで公訴を提起されたとき（第12 号に掲げる場合を除く。）。
イ 当該地⽅整備局の所管する区域内の他の公共機関の職員 2ヵ⽉以上12ヵ⽉以内
ロ 当該地⽅整備局の所管する区域外の他の公共機関の職員 1ヵ⽉以上12ヵ⽉以内

配布先 中部地⽅整備局記者クラブ

○ 問い合わせ先 総務部 契約課⻑ 中村 久貴
契約課⻑補佐 ⼟屋 修⼀ 電話番号（０５２）９５３－８１３８


